
→
依頼

↓

下記の書類を提出
・給水に係る事前協議申請書

下記の書類を提出
・給水装置新設（増設・改造・撤去）承認申請書
・給水装置工事（新設・増設・改造）設計・精算書
・建築確認済証の写し
・その他

承認の連絡及び納付書発行

↓

↓

下記の書類を提出
・納入通知書の写し
・工事検査申請書
・給水申込書
・給水装置使用開始（中止・廃止）届

↓

給水装置の申請及び検査手続

※　給水管の取出工事が必要な場合は、道路管理者に道路占用申請の手続きが必要です。

千葉市水道局

管網図調査・事前協議

審査

承認・納付書作成

水道の使用（申請）者
（市民・事業者の方）

水道業者
（指定給水装置工事事業者）

現地調査・事前協議

給水装置工事設計書等の作成

　　　給水申込納付金・
　　　検査手数料のお支払い

現場工事の着工

※　通常、工事用給水栓設置・宅内給水装置設置は同時申請となります。

検査日時の決定

検査

合格 不合格

再検査現場及び設計書の手直し

工事完了検査の申込み

給水の開始


